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経済産業省 関東経済産業局 資源エネルギー環境部 カーボンニュートラル推進課

GX-ETSの指針と

カーボンクレジット市場の最新動向



関東経済産業局について

通商事務所・
アルコール事務
所

総務企画部
総務・会計等、職員を支えるバックオフィス部門の他、企画・調査等、
政策の企画立案の基礎となる部門が属しています。

地域経済部 地域活性化に利用可能な各種施策を担当する部署が所属しています。

産業部
製造業・サービス業等の業種担当部署、消費者行政の担当部署等、
様々な業種毎の担当部署が所属しています。

資源エネルギー
環境部

電気・ガス等のエネルギーの安定供給を支える部署の他、
省エネルギー・新エネルギー・リサイクル・CN等を推進する部署が所属しています。

通商事務所 横浜の通商事務所では、事業者からの輸出入等に関する手続の窓口業務を行っています。

【組織図】

⚫関東経済産業局は、全国に8箇所設置されている経済産業省の地方機関の1つで、広域関東圏（1都10県＝茨

城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県）を管轄。

⚫経済産業省のブロック機関として、経済産業省のミッション（国富の増大、エネルギーの安定的かつ効率的な

供給の確保）の達成を目指す。

⚫管内の企業、大学、自治体、消費者、関係機関等の皆様に対して、中小企業対策、新規創業の促進、技術開発

支援、気候変動対策、エネルギー対策、消費者相談などの様々な経済産業政策の実施に取り組んでいる。
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（出典）第13回GX実行会議資料等を一部加工

GX（グリーントランスフォーメーション）とは

排出

削減

安定

供給

経済

成長

• 世界で脱炭素化に向け
た潮流が加速

• GXにより、2030年温室
効果ガス46％削減、
2050年カーボンニュート
ラルの国際公約を実現。

• ロシアによるウクライナ侵略等の影響により、世界各国
でエネルギー価格を中心にインフレーションが発生。

• 化石燃料への過度な依存から脱却し、危機にも強い
エネルギー需給構造を構築。

• GXに向けた大規模な
投資競争が世界規模
で発生

• 日本が強みを有する
GX関連技術を活用
し、経済成長を実現。

⚫ 日本では、産業革命以来の化石エネルギー中心の産業構造・社会構造から、クリーンエネルギー中心のもの
へ転換することをグリーントランスフォーメーション（GX）と位置づけ。

⚫ GX推進を通じて、エネルギー安定供給、経済成長、脱炭素の3つを同時に実現すべく、取組を進めていく。

脆弱な
エネルギー
需給構造

CO
2排
出

価格高騰
リスク

化石エネルギー中心の従来の日本 クリーンエネルギー中心の日本
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5出典先： https://www.meti.go.jp/press/2024/02/20250218004/20250218004-2.pdf

GX2040ビジョン
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成長志向型カーボンプライシング構想
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排出量取引制度の段階的な発展
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改正GX推進法に基づく排出量取引制度の全体像
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排出量取引制度におけるクレジットの扱い
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（参考）排出量取引制度イメージ

11

実排出量の10％を上限として
クレジットの活用が可能

CO2の直接排出量（Scope1）
が10万トン以上の事業者



2026年度の排出枠下限価格
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2026年度の排出枠上限価格
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今後の上下限価格の見通し

14



15

目次

１．国のGX政策動向について

２．排出量取引制度（GX-ETS 第２フェーズ）について

３．J-クレジットについて

４．J-クレジットの市場動向について

５．事例紹介

６．その他



• カーボン・クレジットとは、排出量見通しに対し、排出削減・炭素吸収・炭素除去により実際の排出

量が下回った差分を、クレジットとして国や企業等の間で取引できるよう認証したもの。創出手法は

排出削減や炭素固定吸収まで多岐にわたる。

• カーボン・クレジット創出者は、クレジット売却によるクレジット販売収益を得ることが可能となり、

排出削減・炭素吸収・炭素除去に対するインセンティブが期待される。

カーボン・クレジットとは

（出典）
・カーボンニュートラルの実現に向けたカーボン・クレジットの 適切な活用のための環境整備に関する検討会 カーボン・クレジット・レポート（経済産業省）

https://www.meti.go.jp/press/2022/06/20220628003/20220628003-f.pdf
・我が国におけるカーボン・オフセットのあり方について（指針） 第４版（環境省）

https://www.env.go.jp/content/000209286.pdf 16
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• クレジットは国連・政府が主導し運営される制度と、民間セクターが主導し運営される制度が存在し、

後者は規制や政策に関わらず自主的にクレジット発行・活用が行われる性質を持つことから「ボラン

タリークレジット」と呼ばれる。

カーボン・クレジットの分類

（出典）
・第４回カーボンニュートラルの実現に向けたカーボン・クレジットの適切な活用のための環境整備に関する検討会 参考資料４カーボン・クレジット・レポートの概要（経済産業省）

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/carbon_credit/pdf/004_s04_00.pdf 17
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J－クレジット制度の概要

• Ｊ－クレジット制度は、日本国内の排出削減・吸収の取組についてクレジット認証を行う制度で、経

済産業省・環境省・農林水産省が運営。

• クレジットをインセンティブとして省エネ・低炭素投資等を促進するとともに、国内の資金循環を生

み出すことで、経済と環境の好循環を促進する。

クレジット認証の考え方

N年
期間

排出量

ベースライン排出量

プロジェクト実施後排出量

排出削減量
↓

J-クレジット

• ベースライン排出量（プロジェクトを実施しなかった場合
の想定CO2排出量）とプロジェクト実施後排出量との差分
である排出削減量をＪ－クレジットとして認証
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J－クレジット制度の対象事業

• Ｊ－クレジットの創出には本制度で策定された方法論※に基づいていることが必要。

• 方法論とは排出削減・吸収に資する技術ごとに、適用範囲、排出削減・吸収量の算定方法及びモニタ

リング方法等を規定したもの。

• 承認された方法論に該当しない排出削減・吸収活動を行おうとする場合は、方法論策定規程に従って

方法論を提案することができる。

※2025年１０月時点で74の方法論を承認

＜省エネ設備の導入＞ ＜再エネの導入＞ ＜適切な森林管理＞

（例）・ボイラーの導入
・照明設備の導入

・空調設備の導入

・コージェネレーションの導入

（例）
・バイオマス燃料（固形・液体）

による化石燃料の代替

・太陽光発電設備の導入

（例）

・森林経営計画に基づいた

間伐・植林等
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J－クレジットの活用先について

※1 報告可能な値はプロジェクトごと、認証回ごとに異なる。
※2 EN-S-019、EN-S-043、EN-S-044の方法論に基づいて実施される排出削減プロジェクト由来
Ｊ－クレジット（非化石エネルギーを活用するものに限る）のみ利用可。
※3 他者から供給された電力（Scope2）に対して、再エネ電力由来のＪ－クレジットを再エネ調達
量として報告可能。
※4 他者から供給された熱（Scope2）に対して、再エネ熱由来のＪ－クレジットを再エネ調達量と
して報告可能。
※5 CDP気候変動質問書2021の設問C11.2にのみ、報告対象期間内の創出・購入量を報告可能。

用途

Ｊ－クレジットの種別

再エネ発電 再エネ熱 省エネ 森林吸収
工業プロセス、農業、

廃棄物

温対法での報告

（排出量・排出係数調整）
○ ○ ○ ○ ○

省エネ法での報告

（共同省エネルギー事業に限る）
× × ○※1 × ×

省エネ法での報告

（定期報告における非化石エネルギー使用割合の報告）
○※1 ○※1 △※1※2 × ×

カーボンオフセット ○ ○ ○ ○ ○

GXリーグにおける排出量実績の報告 ○ ○ ○ ○ ○

CDP質問書・SBTへの報告 ○※1※3 ○※1※4 ×※5 ×※5 ×※5

RE100達成のための報告 ○※1※3※6※7 × × × ×

SHIFTの目標達成 ○ ○ ○ ○ ○

経団連カーボンニュートラル
行動計画の目標達成

△※8 △※8 △※8 ○ △※8

※6 2021年8月のRE100の基準引き上げによる変化点
・自家発電した電力（Scope1）には再エネJクレ使用不可。
・Scope2の電力供給のうち、工場敷地内（オフグリッド内）の別会社が設置した発電

設備由来の電力（Scope2）に対して再エネＪクレ使用不可。

※7 2022年10月のRE100の基準引き上げによる変化点
    ・原則として、設備稼働日より15年を超えたプロジェクト由来の再エネJクレ使用不可。

    詳細はRE100のHPをご覧ください。

※8 経団連カーボンニュートラル行動計画に参加している事業者が創出したクレ
ジットは対象外。制度記号が「JCL」のクレジットが使用可能。

活用先のルール変更等により取り扱いが異なる場合がありますので、実際の活用におかれましては、必要に応じて各活用先の最新情報をご確認ください。
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J－クレジット活用の際の注意点
• 「（例）カーボン・オフセットで実質〇トンを減らした」とPRするには、Ｊ－クレジットを「使う」＝無効化手続きが必要です。

• Ｊ－クレジットを「つくった」人は当該活動による削減を主張することはできません。

使う＝無効化手続きを行う
ことで、PRに使用できます。

Jークレジットは、創出・発行されると
１トンずつ固有のシリアル番号が付き
１トン単位で取引できます。

JC-400-000-001-
928-490から、
～-500まで

11トンを買います！

当該事業は、Ｊ－クレ
ジット制度に登録され
たプロジェクトです。

当該事業によりCO2を
削減しています。 クレジットを「使う」人が削減分をPRするため、

クレジットを「つくった」人は削減したとは言いません。
＝二重利用の禁止

JC-400-000-001-928-490
を

カーボン・オフセットで使おう！

自社（A社）の事業活動で
排出するCO2のうち

１トンをカーボン・オフセット

購入後、

￥

A社は１トンの
CO2を削減しました！PR
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プロジェクトの形態について
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プログラム型プロジェクトについて
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（参考）J－クレジット制度の運営体制

学識・有識者で構成される委員会で
プロジェクト登録・クレジット認証を審議
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プロジェクト登録・クレジット認証の流れ

プロジェクト登録 クレジット認証

プロジェクト登録

① J－クレジット制度への参加検討。プロ
ジェクト計画書の作成

② プロジェクト計画書の妥当性確認

③ プロジェクト登録の申請

設備情報や燃料使用量等のデータから、排出削減
計画やプロジェクト登録要件等をプロジェクト計
画書に記載。

計画書の記載に誤りがないか、設備は適切に
稼働しているか等の妥当性を審査機関が確認。

クレジット認証

① データのモニタリング、収集。モニタリン
グ報告書の作成

② モニタリング報告書の検証

③ クレジット認証申請

報告書の記載に誤りがないか、設備は適切に
稼働しているか、認証量等を審査機関が確認。

④ プロジェクト登録に関する審議（認証委員会） ④ クレジット認証に関する審議（認証委員会）

• 審査機関がプロジェクトの妥当性や認証量を確認し、有識者で構成される認証委員会で審議する。

プロジェクト計画書に従い、必要データのモニタリング・
収集を実施。排出削減量を算定し、報告書に記載。



（参考）J－クレジット制度の審査機関一覧

• Ｊ－クレジット制度における各種審査（妥当性確認、検証）が可能な審査機関は以下の通り。

• 審査機関は、ISO 14064-2:2019 に対応する ISO 14065:2020 認定を取得した機関であることが要

件となっている。

機関名
審査可能な方法論分類

EN IN AG WA FO

一般社団法人 日本能率協会
サステナビリティセンター（JMASusC） ○ ○

一般財団法人日本品質保証機構 ○ ○

一般財団法人日本海事協会 ○ ○※

ソコテック・サーティフィケーション・ジャパン株式会社 ○ ○※ ○ ○ ○

※方法論分類…EN：エネルギー分野, IN：工業プロセス分野, AG：農業分野, WA：廃棄物分野、FO：森林分野
※実施要綱に基づき、2027年3月31日を期限に、制度管理者より当該分類における審査機関として暫定登録された審査機関



27

（参考）プロジェクト種別の審査費用について
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J－クレジット制度への参加検討におけるポイント

• J－クレジット制度参加において、設備の稼働時期や投資回収年数等、いくつかの要件が存在。

• 日本国内で実施されること。

• 本制度で定められた方法論が適用できること。

• プロジェクト登録を申請する日の2年前以降に稼働した設備が対象であること。

• クレジットの認証対象期間は、プロジェクト登録申請日又はモニタリングが可能になった日のいずれか遅い日から
8年間（森林経営活動プロジェクトは登録申請した年度の開始日から最大16年間）。ベースラインを再設定しても
削減が見込まれる場合最大16年まで延長が可能（過去分は除くことに注意）。

• 類似制度（例：グリーン電力証書）や本制度において、同一内容の排出削減活動がプロジェクト登録されていない
こと。

• 追加性を有すること。

• 審査機関による第三者認証を受けていること。

• 森林プロジェクトの場合のみ、プロジェクト終了後も継続的（10年間）に適切な森林管理を実施、報告すること
（永続性担保措置）。

• クレジットを他者に移転・発行した場合、その削減価値は主張できなくなること。
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①２年前ルールについて

• 既に設備が稼働している場合について、プロジェクト登録を申請する日の2年前以降に稼働した設備が

対象。

2025年2024年2023年

登録申請日：2025/5/12024年度に稼働2023/5/2に稼働2023/5/1に稼働

✓ 仮に登録申請日が2025年5月1日の場合、2023年5月2日以降に稼働した設備が対象となる。
✓ 稼働開始時期は、「工事完了報告書」や「契約書」等の証跡を持って確認する。

例：登録申請日が2025年5月1日の場合

設備稼働開始日から2年以内であれば、プロジェクト登録は可能

設備稼働開始日から2年を超えてしまうと、プロジェクト登録はできない
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②認証対象期間について

• クレジットの認証対象期間は８年間

• ８年経過後に改めてベースラインを設定し、それでもクレジットが創出される場合はさらに８年間

（最大１６年間まで）認証対象期間を延長することができる。

認証対象期間（８年間） 認証対象延長期間（８年間）

現行の認証対象期間（８年間）が経過した時点でベースラインの見直しを実施

引き続き排出削減が見込まれるプロジェクトについてのみ、
認証対象期間の延長が可能
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③追加性について

• 本制度がない場合に、経済的障壁等により排出削減活動が実施されない事業が対象。

（原則として、投資回収年数が3年以上又は、ランニングコストが上昇する事業が対象）

投資回収年数 =
設備投資費用－補助金額

年間のランニングコスト削減額
≥ 3

設備投資額等 金額(千円)

設備投資費用 10,000

補助金 5,000

ランニングコスト 金額(千円/年)

ベースライン
燃料費等

1,000

プロジェクト実施
後燃料費等

300

例：ボイラーの更新

7.142…年＝
10,000－5,000

1,000－300

◆ ランニングコストについて

✓ プロジェクト実施前後で同等の活動量を
想定する。

✓ 燃料等の単価は、プロジェクト開始前の
直近1年間の平均単価と、プロジェクト実
施後直後の 購入契約単価を用いる。

✓ クレジット売却収益は計算に含めない。



32

J－クレジット売買の方法
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Ｊ－クレジット制度HPにおける売り出しクレジット一覧
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Ｊ－クレジット・プロバイダー
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• Ｊ－クレジット制度クレジット認証回数 ：延べ1,304回

• Ｊ－クレジット制度クレジット認証量 ：約1,208万t-CO2 ※2025年３月末時点

Ｊ－クレジット制度の最近の動向①

＜クレジット認証量の推移＞＜クレジット認証回数の推移＞回 万t-CO2
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• 認証クレジットの方法論別内訳について、通常型では木質バイオマスや森林経営活動、プログラム型で

は太陽光発電などが多くなっている。 ※2025年３月末時点

Ｊ－クレジット制度の最近の動向②
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• カーボン・クレジットの流動性を高め、価格を公示するための取引プラットフォームとして、J－クレ
ジットを対象としたカーボン・クレジット市場を2023年10月11日に東証に開設。

• 開設以降、現在までに347者が取引参加者として登録し、約108万トン、総額43.5億円が取引。

Ｊ－クレジット制度の最近の動向③
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• 再エネクレジット（電力）について、市場開設当時は約3,000円で取引されていたところ、直近では
約5,000円で取引されている。

• 2025年1月6日から「農業（中干し期間の延長）」及び「農業（バイオ炭）」の区分が追加された。

Ｊ－クレジット制度の最近の動向④



• 全認証量1421万t-CO2中、これまでに無効化・償却されたクレジットは、713万t-CO2。

• クレジット認証量に対する無効化・償却量は、削減系（省エネ）約55％、削減系（再エネ他）約55％、
吸収系クレジット約19％となっている。

Ｊ－クレジット制度の最近の動向⑤
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新潟県長岡市

「Ｊ－クレジットを活用した産業振興 ～脱炭素のエコシステムを目指して～」

◼ 脱炭素による産業振興に取り組むため、市内
企業、長岡商工会議所、金融機関と連携し、
「Ｊークレジット制度」を活用したプロジェ
クトをスタート。

◼ 太陽光発電設備を導入した市内企業へ、市、長

岡商工会議所、第四北越銀行、大光銀行が連携

してプロジェクト参加を呼びかけ。

◼ 参加企業は年に１回、発電電力量、自家消費電

力量などの情報を市に提供。

◼ 市は提供を受けた情報を基にCO2削減量を取り

まとめ、クレジット化。クレジットやその売却

益は、市内産業の脱炭素化推進の財源等に活用。

【民間企業】

◼ 個社では活用が難しい「CO2削減量」

がクレジット化され、市の産業振興に

活用されることで、「脱炭素経営」＋

「地域貢献」による自社の「企業価

値」の向上とともに、「取引先から選

ばれる企業」として競争力強化につな

がる。

◼ 「長岡市カーボンニュートラル推進

パートナー」に認定されることにより、

企業イメージが向上する。

【長岡市】

◼ 企業の取組を「資金化」、市内産業の

脱炭素化の支援施策として新たな企業

へと循環させる「脱炭素エコシステ

ム」の形成を目指す。

◼ 個社の取組を取りまとめることで、市

内産業界全体のイメージアップのほか、

市のブランディングを図る。

取組の効果

プロジェクト概要

Ｊ－クレジット活用の経緯

再エネ分野
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十山株式会社

「国内最大級の森林保全プロジェクト」
森林分野
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山梨中央銀行
「TGC FES YAMANASHI2023におけるカーボン・オフセットの取組」

◼ 「エシカル消費」への興味関心が高い若年層を
ターゲットとした施策である他、環境に配慮し
た先進的な取組である。

◼ 山梨県主催のイベントで、県の豊かな森林資源
をPRすることが目的。

◼ 山梨県および（株）W TOKYOが共催する

「TGC FES YAMANASHI 2023」において、

カーボン・オフセット協賛でイベント開催を

支援。

◼ TOKYO GIRLS COLLECTION（TGC）

としては、初のオフセットイベントとし

ての開催。環境に配慮したイベントとし

て認知拡大につながる。

◼ 山梨県のCO２排出量削減に寄与する

ことや、地域の脱炭素化支援につながる。

◼ SDGsを重視する（株）Ｗ TOKYOの

レギュレーションにマッチし、イベント

の社会的な信用度向上に寄与。

取組の効果

プロジェクト概要

Ｊ－クレジット活用の経緯

◼ 本イベントで排出される温室

効果ガスの推定排出量を算定

し、「やまなし県有林オフ

セット・クレジット」を活用。

◼ イベントのオフセットだけで

なく、ブースやイベント協力

をいただける企業を募集し、

11社を紹介。

カーボン・オフセット
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東京ガス株式会社
「家庭から生まれる環境価値を活用した地域循環モデル」

◼ 家庭に設置されたエネファーム（家庭用燃料電
池）の省エネ性から削減されるCO2排出量をＪ
-クレジット化。

◼ 家庭から生まれた環境価値を自治体が地域で有
効活用する地域循環モデルを構築。

◼ 自治体はエネファーム設置住宅に対し、補助金
を交付。補助金を受給した家庭は、自治体へ
データの提供とともに環境価値を譲渡。

◼ 東京ガスが集まったデータをもとにＪークレ
ジット創出を支援。

◼ 自治体はイベント活動でのオフセットや自治体
施設でのオフセット活用等、地域脱炭素推進に
貢献。

取組の効果

取組の概要

Ｊ－クレジット活用の経緯

省エネ分野

【各自治体】
◼ 地域脱炭素へ向けた有効な推進策として機

能。
◼ プログラム型とすることで、プロジェクト審査費
用、クレジット認証審査費用の負担軽減。

◼ 東京ガスによる支援（プロジェクト事業の計画
書作成、クレジット認証報告書作成、各審査
受審等）を受け人的リソース不足を解消。

【東京ガス】
◼ 各自治体における家庭用CO２排出量削減

への貢献。
◼ エネファームの環境価値向上による普及拡大

に寄与。
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関東経済産業局におけるJ-クレジット推進の取組

＜当局での実施内容（今年度予定）＞

１．地域密着型の新規プロジェクトの登録支援
 プロジェクトの登録支援（プロジェクト計画書作成コーチング支援）

２．供給拡大に向けたクレジット認証支援
 クレジット認証支援（モニタリング報告書作成コーチング支援）

３．クレジットの普及促進に向けた実態調査  
クレジットの普及促進に向けた実態把握のため、事業主体及びプロジェクト
ごとの傾向分析及び整理。

４．制度説明会の周知とネットワーク会議等の開催 
 先進モデル事例発表を含む、ネットワーク会議・勉強会

５．相談対応等
 J-クレジット全般に関する質問・相談対応、制度説明対応、講師対応

⺠間企業・自治体等の省エネ・低炭素投資等を促進し、クレ
ジット活用で国内の資⾦循環を促すことで、
環境と経済の両⽴を⽬指す。

•当局では、Ｊ-クレジットの確実な登録・認証を促し、クレジット供給量の増加に繋げるとともに、地

域活性化のためのＪ-クレジット創出・活用支援を実施することで、Ｊ-クレジットの更なる普及促進に

向けた取組を実施。

Ｊ-クレジット制度推進のための地域支援事業
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【相談窓口】
https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/ene_koho/ondanka
/jcredit_sodanmadoguchi.html

http://#
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http://#
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http://#
http://#
http://#
http://#
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経済産業省の中小企業のカーボンニュートラル支援策

出典先：https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/SME/pamphlet/pamphlet2022fy01.pdf

•経済産業省のホームページにて中小企業のカーボンニュートラル支援策をとりまとめて公開。
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（参考）エネルギー広報・温暖化対策（メールマガジン「エネマガ」）

• エネルギーに関するセミナー等のイベント案内
• エネルギー・温暖化対策に関する補助⾦等の情報提供
• 週１回程度配信予定

関東経済産業局 メルマガ

◆お問合せ先◆

関東経済産業局 総合エネルギー広報室

TEL：048-600-0353 
メール：bzl-kanto-enekoho@meti.go.jp

•関東経済産業局では、エネルギーに関連する最新情報を掲載したメールマガジンを配信しています。
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お問い合わせ先

関東経済産業局 資源エネルギー環境部
カーボンニュートラル推進課

bzl-kanto-cn@meti.go.jp

※支援施策によっては募集が終了している場合や
内容（要件、申請時期等）が変更される場合もございますので、

ホームページ等にて最新の情報をご確認ください。
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